
第５次太子町総合計画基本計画の策定について 

 

 

１．基本計画策定の趣旨 

 基本計画は、めざすべき基本理念である「人と自然と歴史が交流し 未来へつなぐ 和の

まち“たいし”」を実現するために、基本構想で設定した基本目標や土地利用の方針等を踏

まえて、政策や施策を体系的に示し、個別に作成される様々な計画の基本となるものです。 

 前期基本計画は、基本構想の計画期間である平成 28年度から平成 37年度までの 10年間

のうち、前期の５年間となる平成 28 年度から平成 32 年度までを目標年度として、施策ご

とに評価を行い、事業実施の進行を管理します。 

 

 

２．計画の進行管理 

 計画期間中、設定した指標の達成度を住民と共に共有し、成果を確認できる協働のまち

づくりを実現するために実施する事業の進行状況を評価し、評価結果をもとに改善を図る、

ＰＤＣＡサイクルの仕組みを取り入れます。 

計画の実施に当たっては、計画を策定し(Plan)、これを実行に移し(Do)、その成果を点

検し（Check）、これを踏まえて改善し（Action）、さらに次の計画へとつなげていく（Plan）、

計画進行管理の仕組みをつくり、遂行していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 

② Do（実行） 

○施策・事業の実行 

（住民との協働） 

① Plan（計画） 

○基本計画の策定・見直し 

③ Check（評価・点検） 

○成果・進捗状況の把握 

・事業・施策評価 

・社会・経済情勢の変化 

④ Action（改善・反映） 

○課題の把握 

・事業手法の改善 

・計画内容の見直し 



第５次太子町総合計画基本構想（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                この分野については、基本計画の中で検討します。 

 

 

 

 

まちづくりの目標                       施策分野         

基本理念 まちの将来像 

みんなで歩む協働

のまちづくりり 

ここころ健やかで、元

気に暮らせるまちづ

くり 

支え合い、安心して

暮らせるまちづくり 

活力と魅力にあふ

れる、個性豊かなまち

づくり 

 人と自然と歴史が交流し 未来へつなぐ 和のまち ”たいし“ 

医療 健康 

安心・安全 都市基盤 

産業 

人権 教育 文化 

環境 

協働 行政経営 

福祉 

豊かな自然・歴史と

ともに育つ、誇りある

まちづくり 

雇用 観光 

情報化 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第２章 
 
いつまでも快適で生
き活きできるまち 
 
〔保健・福祉・環境〕 

１．健康づくりを支援します 

１ 健康づくり・保健活動の充実 

２ 母子保健活動の充実 

３ 地域医療の充実 

４ 保険制度の充実 

 １ 地域福祉体制の充実 

２ 高齢者福祉の充実 

３ 障がい者福祉の強化 

４ 児童福祉の充実 

５ ひとり親家庭の福祉の充実 

６ 低所得者福祉の充実 

 

 
第５章 
 
構想の実現に向けて 
 
 

１．住民主体のまちづくりを進めます １ 住民主体のまちづくり 

 

２．行財政改革を推進します 
１ 財政基盤の確立 

２ 情報ネットワークの構築 

 ３．広域行政を推進します １ 広域行政の推進 

 

（参考）第４次太子町総合計画基本計画 施策の大綱 

第３章 
 
みんなの力で安全と
安心を守るまち 
 
〔安全・安心〕 
 

１ 安全・安心の確保 

２ 都市基盤の充実 

 

３．豊かな生活環境づくりを推進しま

す 

１ 地球の環境を守る 

２ 地域の環境を守る 

３ 自然環境の保全 

４ 地域の環境整備 

５ 資源循環型の廃棄物処理対策の推進 

 

１ 道路交通体系の充実 

２ 交通安全の推進 

 

２．福祉のまちづくりを進めます 

２．道路交通体系を充実します 

１．安全・安心を確保します 

１ 個性豊かなコミュニティ活動の促進 

２ 歴史文化の活用 

３ 地域の文化財の保存と活用 

 

１ 観光・レクリエーションの振興 

 

 
第４章 
 
地域の魅力アップ 
 
〔産業新興〕 

１．農林業を活性化します 

２．消費生活・就労を支援します 

１ 農業の担い手の育成 

２ 農空間等の活用 

 １ 安全で安心な消費生活の確保 

２ 就労支援の推進 

 ３．観光・レクリエーションを振興し
ます 

４．商工業・サービス業を活性化しま
す 

１ 商工業等の活性化 

 

 
第１章 
 
愛着と誇りを持てる
まち 
 
〔教育・文化・人権〕 

１ 元気な子どもを育てる学校園づくり 

２ 学校と家庭、地域社会と一体となった教育活動づくり 

 ２．生涯学習・生涯スポーツ人口を増
やします 

１ 生涯学習の推進 

２ 地域コミュニティの醸成と社会教育団体の育成 

 

３．地域文化を振興します 

４．人権尊重のまちづくりを進めます １ 人権尊重のまちづくり 

２ 男女共同参画社会の推進 

 

１．特色ある学校教育を進めます 
 



 

※計画の構成イメージ 

 

 

 
 

分野のめざす姿 

○住民、町会・自治会及びＮＰＯなどの多様な主体が住みよい地域社会を形成 

○情報や課題を共有し、積極的に連携して多様な活動やまちづくりに参画 

 

 

 

現状と課題 

○従来の自治体主体のまちづくりから、住民、町会・自治会及びＮＰＯなどのさまざまな主体による協働の

まちづくりが必要とされています。今後、本町でも、協働のまちづくりを推進していくために、新しい公

共の担い手の育成や住民への情報発信が求められています。 

○住民の行政に対する意識が高まり、行政に参画する住民も増えつつありますが、一方、町会・自治会へ加

入する住民が減少するなど、地域でのつながりの希薄化が懸念されています。 

 

施策の方向 

○住民、町会・自治会及びＮＰＯなどが多様な活動に積極的に参加するとともに、新たな公共の担い手とし

て、お互いをおもいやり、人と人とがふれあう住みよい地域社会を形成していきます。 

 

指標 

（例）町会・自治会加入率 

   ＮＰＯ法人認証数 

住民アンケート調査による「積極的に町政に対し提言したい」等と思う住民の割合 

 

各主体が行うこと 

行政の役割 住民などの役割 

○住民参画意識の向上を図り、住民などの行政への

参画を進めるため、積極的にそれぞれの活動に関

する情報発信を支援します。 

 

○ワークショップなどの住民からの意見や提言を行

政運営やまちづくりに反映し、その情報を共有し

ます。 

○まちづくりの主役としての自覚と行政への関心を

持ち、社会参加や生きがいの場として、ボランテ

ィア、ＮＰＯ及び地縁団体などの活動に積極的に

参加します。 

○ワークショップやアンケート回答など、行政運営

やまちづくりに寄与するような、より多くの建設

的な意見、提言などをします。 

 

 

目標 みんなで歩む協働のまちづくり【協働、行政経営、情報化】 

施策 （例）協働社会の形成 

施策分野 協働 


